
熊本市公共交通基本条例 

平成２５年３月２７日 

条例第２０号 

 

公共交通は、市民の日常生活における重要な移動手段であり、地域経済を発展させ

るなど、豊かな地域社会の形成のために不可欠なものである。 

近年、個人の生活様式の多様化と集客施設の郊外化が進み、自家用自動車への依存

が高まってきたこと、人口減少社会が到来したこと等により、公共交通の利用者は年々

減少している。その結果、公共交通事業者の経営悪化を招き、公共交通の路線の廃止

や減便といったサービスの縮小が行われ、更に公共交通の利用者が減少するという状

況に至っている。 

その一方で、少子高齢化の進展、移動手段を持たない高齢者の増加、障害者等の社

会参加、環境負荷の低減に向けた意識の高まり等により、公共交通の重要性がますま

す高まっている。 

このような状況において、公共交通を基軸とした多核連携のまちづくりを推進する

とともに、環境にも配慮し自家用自動車から公共交通への転換を進め、公共交通によ

り円滑に移動することが可能な地域社会を実現することが求められており、公共交通

を利用する者はもとより、地域社会全体で公共交通を支えていくことが必要となって

いる。 

ここに、市民は日常生活及び社会生活を営むために必要な移動をする権利を有する

との理念を尊重し、市民及び事業者の参画と協働の下、公共交通の維持及び充実のた

めの施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、市、市民、事業者及び公共交通事業者の責務、公共交通の維持

及び充実に関する施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、公共交

通の維持及び充実を図るための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共交通

により円滑に移動することが可能な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
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ろによる。 

 (1) 公共交通 市民の日常生活及び社会生活における移動手段として利用される

公共交通機関（各公共交通機関相互の関係を含む。）をいう。 

 (2) 市民 本市の区域内に住所を有する者及び本市の区域内に通勤し、又は通学す

る者をいう。 

 (3) 事業者 本市の区域内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体

（次号に掲げるものを除く。）をいう。 

 (4) 公共交通事業者 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第１項に規定する一般乗合

旅客自動車運送事業者 

イ 道路運送法第８条第４項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者 

ウ 軌道法（大正１０年法律第７６号）第４条に規定する軌道経営者 

エ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第７条第１項に規定する鉄道事業者 

 (5) 停留所等 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に

供する自動車の停留所（自動車専用道路（道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第４８条の４に規定する自動車専用道路をいう。）に設置されるものを除く。）

及び当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車に乗降することが

可能な場所 

イ 路面電車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１３号

に規定する路面電車をいう。）の停留場 

ウ 鉄道事業法第２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する駅 

 (6) 公共交通空白地域 停留所等からの距離が１，０００メートル以上離れた地域

をいう。 

 (7) 公共交通不便地域 公共交通空白地域以外の地域であって、停留所等からの距

離が５００メートル以上離れたものをいう。 

(8) 公共交通準不便地域 公共交通空白地域又は公共交通不便地域以外の地域で

あって、地形、地域の特性、公共交通の運行状況その他の特別の事情により公共

交通不便地域と同様の状況にあると市長が認めるものをいう。 

 （市の責務） 



第３条 市は、公共交通の維持及び充実のため、市民及び事業者並びに公共交通事業

者の参画と協働の下総合的な施策を立案し、実施する責務を有する。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、当該施策に関する市民、事業者、公

共交通事業者及び周辺市町村、公共交通事業者が組織する団体その他の関係機関（以

下「関係機関」という。）の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければな

らない。 

３ 市は、公共交通の維持及び充実に関する市民意識の啓発に努めなければならない。 

 （公共交通事業者の責務） 

第４条 公共交通事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。 

(1) 公共交通事業者としての社会的な役割を自覚し、公共交通の利便性を向上させ

るとともに、市が実施する施策に協力すること。 

(2) 公共交通の利便性の向上に関する情報を、市民及び事業者に対して積極的に提

供すること。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。 

 (1) 公共交通に対する理解と関心を深め、市が実施する施策に協力すること。 

 (2) 事業活動を行うに当たり、できる限り公共交通を利用すること。 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、次に掲げる事項を行うよう努めるものとする。 

(1) 公共交通に対する理解と関心を深め、公共交通の担い手のひとりであることを

自覚し、市が実施する施策に協力すること。 

(2) 日常生活において、過度に自家用自動車（以下「自家用車」という。）に依存

せず、公共交通を積極的に利用すること。 

 （公共交通ネットワークの強化） 

第７条 市は、公共交通事業者とともに、公共交通を基軸とした多核連携のまちづく

りの実現に向け、国、県及び関係機関と協力しながら、次に掲げる事項を推進する

ものとする。 

(1) 基幹となる公共交通の輸送力の増強、速達性の向上及び定時性の確保 

(2) 分かりやすく効率的なバス路線網の構築 

(3) 基幹となる公共交通を中心とした公共交通機関相互の有機的かつ効率的な連



携 

 （公共交通の利用の促進） 

第８条 市は、自家用車から公共交通への移動手段の転換を促進するため、公共交通

の走行環境及び利用環境の改善その他公共交通の利便性の向上に必要な施策を講ず

るものとする。 

２ 市は、公共交通の利用を促進するため、国、県、公共交通事業者及び関係機関と

協力し、公共交通相互の乗継ぎ及び公共交通と自家用車、自転車等との乗継ぎの利

便性の向上など、必要な施策を講ずるものとする。 

３ 市は、事業者及び公共交通事業者が行う公共交通の利用の促進に向けた取組に対

し、積極的に協力するものとする。 

 （公共交通空白地域等への対応） 

第９条 市は、公共交通空白地域において、当該公共交通空白地域に居住する住民が

組織する団体及び公共交通事業者と協働して、公共交通による移動手段の確保のた

めに必要な施策を講ずるものとする。 

２ 市は、公共交通不便地域及び公共交通準不便地域において当該公共交通不便地域

及び公共交通準不便地域に居住する住民が組織する団体が行う公共交通による移動

手段の確保に向けた取組を促進するために必要な施策を講ずるものとする。 

 （市民からの提案等） 

第１０条 市長は、市民からの公共交通の維持及び充実に関する提案について総合的

に検討し、これを適切に市の施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとす

る。 

 （周辺市町村との連携及び国等への要請） 

第１１条 市長は、公共交通の維持及び充実に関する施策を実施する上で必要がある

と認めるときは、周辺市町村と連携を図るとともに、国、県及び公共交通事業者が

組織する団体に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。 

 （公共交通事業者等への支援） 

第１２条 市は、公共交通の維持及び充実に関する施策を実施する上で必要があると

認めるときは、公共交通事業者、公共交通事業者が組織する団体等に対し、技術的

及び財政的支援に努めるものとする。 

 （熊本市公共交通協議会） 



第１３条 利便性の高い公共交通を実現するための諸課題及び施策について協議する

ため、市長の附属機関として、熊本市公共交通協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

２ 協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

 （委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 


